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   一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、弥富市有料広告要綱（平成22年。以下「要綱」という。）及び

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載基準（令和５年。以下「基準」という。）の

規定に基づき、弥富市（以下「市」という。）が発行する「一般家庭ごみ収集日程

表」（以下「収集日程表」という。）への広告掲載に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （広告掲載の範囲） 

第２条 収集日程表に広告を掲載することができる業種又は事業者及び広告の内容、

デザイン等は、要綱及び基準の規定を適用する。 

２ 前項の規定によるもののほか、次のいずれかに該当するものの広告は掲載しな

い。 

(1) 貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条第１項に規定する貸金業又はこれに類

する業種 

 (2) たばこ及び酒類に関するもの 

 （禁止する表現） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する表現を含む広告は、掲載しない。 

 (1) 収集日程表の一部と混同するおそれがある表現 

 (2) 市の事業であると錯誤するおそれがある表現 

 (3) 市が収集日程表に広告を掲載することができる者（以下「広告主」という。）

又はその商品、サービス等を推奨、保証、指定等していると錯誤するおそれがあ

る表現（市が実際にそれらを行っているものを除く。） 

 (4) その他掲載することが適当でないと市長が判断した表現 

 （広告の規格） 

第４条 収集日程表に掲載する広告の規格は、次のとおりとする。 

種別 規   格 

１種広告 縦 50ミリメートル以内 ×横 70ミリメートル以内、 ４色刷り 

２種広告 縦 100ミリメートル以内×横 70ミリメートル以内、 ４色刷り 
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 （広告の掲載位置及び掲載枠数） 

第５条 収集日程表への広告は、各月カレンダーページの右隅に、一種広告の場合は

上下２段に、二種広告の場合は一種広告の上下２段を１枠として掲載するものとす

る。 

（広告の掲載料） 

第６条 収集日程表の広告の掲載料（消費税及び地方消費税を含む。以下「掲載料」

という。）は、次のとおりとする。 

種 別 掲載料 

１種広告 6,000円／枠  

２種広告 12,000円／枠  

２ 前項の規定にかかわらず、３枠以上掲載する場合は 10 パーセント相当額を、６

枠以上掲載する場合は 20 パーセント相当額を、掲載料から割り引くものとする。

ただし２種広告については、１枠を２枠分の掲載としてみなす。 

（広告の掲載期間） 

第７条 収集日程表への広告の掲載期間は１年単位とする。 

 （広告掲載希望者の募集） 

第８条 収集日程表への広告の募集は、広報誌、市ホームページ等で行うものとす

る。 

２ 市長は、募集を行うにあたって、広告主となり得る者、広告会社等に対し、広告

掲載の案内をすることができる。 

 （広告掲載の申込） 

第９条 収集日程表への広告掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、一般

家庭ごみ収集日程表有料広告掲載申込書（第１号様式。以下「申込書」という。）

に市長が別に定める書類を添付して、１２月１５日までに市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が許可した場合は、この限りでない。 

 （広告掲載の決定等） 

第10条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに広告掲載

の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて弥富市有

料広告審査委員会の審査に付し、その結果を参考として可否を決定するものとす

る。 

２ 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を一般家庭ごみ収集日程表
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有料広告掲載決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

３ 第１項の場合において、広告の掲載が適当と認める申込が第５条の規定による

掲載枠数を超えるときは、申込書に記された広告掲載希望月を参考にして市長が定

める。 

 （掲載料の納付） 

第11条 前条第２項の規定による通知を受けた広告主は、市長が指定する期日まで

に掲載料を納付しなければならない。 

 （広告内容等の作成等） 

第12条 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成し、申込書と同時に提出するもの

とする。 

 （広告内容等の変更） 

第13条 市長は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反しているとき、若しくはそ

のおそれがあるとき、又はこの要領に抵触していると判断したときは、広告主に対

して広告の内容等の変更を求めるものとする。 

 （広告主の届出義務） 

第14条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般家庭ごみ収集日程表

有料広告掲載申込内容変更届（第３号様式）により、原稿締切日の２週間前までに

市長に提出しなければならない。 

 (1) 広告を差し替えるとき。 

 (2) 前号に規定するもののほか、申込書又は添付書類の記載内容に変更があった

とき。 

 （広告掲載の取消し等） 

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すこと

ができる。 

 (1) 市長が指定する期日までに掲載料を納付しないとき又は納付する見込みがな

いとき。 

 (2) 広告主から掲載取下げの申出があったとき。 

 (3) 広告の内容等が変更され、要綱及び基準に抵触する場合があって、市長が必要

と認めるとき。 

 (4) 前３号に規定するもののほか、掲載内容がこの要領に適合しないと市長が判断

したとき。 
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２ 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、一般家庭ごみ収集日

程表有料広告掲載取消し等通知書（第４号様式）により広告主に通知するものとす

る。 

 （広告掲載の取下げ） 

第16条 広告主は、自己の都合により収集日程表への広告掲載を取り下げることが

できる。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は一般家庭ごみ収集日

程表有料広告掲載取下届（第５号様式）により原稿締切日の２週間前までに市長に

届け出なければならない。 

３ 第１項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの掲載料は返還

しない。 

 （掲載料の還付） 

第17条 広告主の責めに帰することができない理由により、市が広告を掲載できな

かったときは、広告原稿の未掲載分に限り、納付済みの掲載料を還付する。ただし、

天災、事故等市の責めに帰することができない場合は、この限りでない。 

２ 掲載料の還付を受けようとする者は、一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載料

還付請求書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（広告主の責任等） 

第18条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものと

する。 

２ 広告主は、次に定める事項を遵守するものとする。 

 (1) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと。 

 (2) 広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していること。 

３ 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主

の責任及び負担において解決しなければならない。 

 （委任） 

第19条 この要領に定めるもののほか、収集日程表への広告掲載に関して必要な事

項は、市長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第９条関係） 

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載申込書 

 

                              年  月  日 

 （宛先）弥富市長 

             申込者 住所（所在地） 

                                      

                 氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

                                      

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載取扱要領第９条の規定に基づき下記のとおり

一般家庭ごみ収集日程表への広告の掲載を申し込みます。 

記 

広告掲載希望種別・月 

（４枠以上希望がある際は右

記内容を任意様式で提出） 

第１希望      種広告        月  

第２希望      種広告        月  

第３希望      種広告        月  

広告内容（※１）  

 

申 

 

込 

 

者 

法人その他の団体

の概要（※２） 

 

連 

絡 

先 

電話番号  

FAX番 号  

E - m a i l  

担 当 者  

（※１）広告の文字・色等、広告の概要を記入。 

（※２）当該団体の概要を記載した資料の添付可。 

添付書類 

１ 広告原稿 

２ 法人については、納期限が到来している直近の市区町村民税の納税証明書 

３ 個人（独立して自ら事業を営む者に限る。）については、当該年度（６月１日 

から７月１日までに申込みする場合は前年度）の市区町村民税の納税証明書 

  



- 6 - 

第２号様式（第10条関係） 

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載決定通知書 

 

                            第     号 

                         年   月   日 

 様 

                    弥富市長           印 

 

  年 月 日付けで申込みのありました一般家庭ごみ収集日程表への広告掲載につ

いて、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

決 定 区 分 

 □掲載する 

 □掲載しない 

 

（掲載しない理由） 

広 告 掲 載 月                       月 

広 告 掲 載 料                       円  

掲載料納付期限      年  月  日（※） 

 （※）同封の納付書によりお支払いください。 
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第３号様式（第14条関係） 

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載申込内容変更届 

 

                              年  月  日 

 （宛先）弥富市長 

             申込者 住所（所在地） 

                                      

                 氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

                                      

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載取扱要領第14条の規定に基づき下記のとおり

一般家庭ごみ収集日程表への広告の掲載内容の変更を届け出ます。 

 

記 

 

広 告 掲 載 月                    月 

広 告 内 容（※）  

申 

 

込 

 

者 

連 

 

絡 

 

先 

電話番号  

FAX番 号  

E - m a i l  

担 当 者 
 

（※）広告の文字・色等、広告の概要を記入。 

  

添付書類 広告原稿 
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第４号様式（第15条関係） 

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載取消し等通知書 

 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

            様 

 

                    弥富市長          印 

 

     年  月  日付けで決定した広告の掲載については、下記の理由により

決定を取り消します。 

 

記 

 

取 消 理 由 
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第５号様式（第16条関係） 

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載取下届 

 

                              年  月  日 

 （宛先）弥富市長 

             申込者 住所（所在地） 

                                      

                 氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

                                      

 

     年  月  日付けで決定された広告の掲載については、下記の理由によ

り取り下げます。 

記 

 

 

取 下 理 由 
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第６号様式（第17条関係） 

 

一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載料還付請求書 

 

                              年  月  日 

 

 （宛先）弥富市長 

 

             請求者 住所（所在地） 

                                      

                 氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

                                      

 

 一般家庭ごみ収集日程表有料広告掲載料について、下記のとおり還付を請求します。 

記 

還付請求金額 
                円 

（               枠分） 

振込金融機関 

          銀    行 

          信 用 金 庫 

          農業協同組合 

       本 店 

       支 店 

 預金種目    １ 普 通    ２ 当 座 

 支店番号      口座番号 

  フリガナ 

 口座名義人（※） 

（※）口座名義人は、請求者本人としてください。 

 

 


